
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪被害者等の権利利益の保護等を図るための施策の推進に関する条例の概要 

・犯罪被害者等支援の基本理念の設定 

・県、県民、事業者等の責務の明確化 

・犯罪被害者等支援の基本事項の設定 

・犯罪被害者等の権利利益の保護 

・犯罪被害者等が受けた被害の回復や生活の再建 

・犯罪被害者等への理解の促進 

【目 的（第１条）】 

【用語の定義（第２条）】 

犯罪等、犯罪被害者等、犯罪被害者等支援、二次被害、再被害、民間支援団体 

【犯罪被害者等支援の基本理念（第３条）】 

① 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障 
② 犯罪被害者等が受けた被害の状況・原因、二次被害の有無等の状況に応じ適切に実施。二次

被害が生じることのないよう配慮 
③ 必要な支援が途切れることなく提供 
④ 国、県、市町、民間支援団体等による相互の連携及び協力の下に推進 

〔兵庫県（第４条）〕 

・総合的かつ計画的な施策の策定・実施 
・市町への情報提供・助言等の支援 

〔県民（第５条）〕 
・犯罪被害者等が置かれている状況･支援の

必要性の理解 
・二次被害が生じることのないよう配慮 

〔事業者（第６条）〕 
・犯罪被害者等が置かれている状況･支援の

必要性の理解 
・二次被害が生じることのないよう配慮 
・犯罪被害者等である従業員に必要な支援

の実施・就業に配慮 

〔民間支援団体（第７条）〕 

・専門的な知識・経験を活用した支援の実施 

〔市町（第８条）〕 

・地域の状況に応じた施策の策定・実施 

各主体の責務 

犯罪被害者等支援に関する計画を策定（第９条） 

総合的な支援窓口の設置、関係機関が情報･意見を交換する場を設定（第 10 条） 

施策を推進するための財政上の措置等 、個人情報の適切な取扱い  

《基本的な犯罪被害者等支援施策》 

附則：３年を経過するごとに条例の施行の状況について検討 

犯罪被害者等を支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与 

 を図るための施策を推進 

資料４ 


